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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月19日(2016.10.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　増速機が有する出力軸からのトルクによって発電機が有する入力軸を回転させて発電す
る風力発電装置に用いられる継手構造であって、
　前記出力軸と前記入力軸との間に設けられ当該出力軸と当該入力軸との間でトルク伝達
可能とするための軸継手と、前記出力軸と前記入力軸との内のいずれか一方の軸体との間
に介在するクラッチユニットを備え、
　前記クラッチユニットは、前記軸体と一体回転する軸連結部と、前記軸継手と一体回転
する継手連結部と、前記軸連結部と前記継手連結部との間に設けられている一方向クラッ
チと、を有し、
　前記軸連結部は、前記軸体と別体であって当該軸体と連結される部材からなり、
　前記継手連結部は、前記軸継手と別体であって当該軸継手と連結される部材からなり、
　前記一方向クラッチは、前記出力軸の回転速度が前記入力軸の回転速度を上回る状態で
前記軸連結部と前記継手連結部とを一体回転可能に接続し、前記出力軸の回転速度が前記
入力軸の回転速度を下回る状態で前記軸連結部と前記継手連結部との接続を解除すること
を特徴とする継手構造。
【請求項２】
　前記軸連結部は、前記軸体と連結するための連結用軸部を有し、
　前記連結用軸部と前記軸体との内の一方の端部に、軸方向に伸びる孔が形成され、他方
の端部に、前記孔に挿入されかつ当該孔に対して軸方向移動は可能であるが相対回転は不
能である挿入軸部が形成されている請求項１に記載の継手構造。
【請求項３】
　前記孔はスプライン孔であり、前記挿入軸部はスプライン軸である請求項２に記載の継
手構造。
【請求項４】
　前記軸連結部と前記継手連結部との内の一方は軸状の部材からなり、他方はこの軸状の
部材の径方向外側に位置する筒状の部材からなり、
　前記一方向クラッチは、前記軸連結部と前記継手連結部との間に介在し、かつ前記出力
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軸の回転速度が前記入力軸の回転速度を上回る状態で当該軸連結部と当該継手連結部とに
噛み込み可能であると共に前記出力軸の回転速度が前記入力軸の回転速度を下回る状態で
前記噛み込みが解除される係合子を有し、
　前記クラッチユニットは、更に、前記軸連結部と前記継手連結部との間に介在する転が
り軸受を有している請求項１～３のいずれか一項に記載の継手構造。
【請求項５】
　前記軸体の端部には雄ねじが形成されており、
　前記軸連結部には、前記雄ねじと螺合しかつ当該雄ねじとの締め付けが完了した状態で
当該締め付けの方向に回り止めがされる雌ねじが形成されており、
　前記締め付けの方向は、前記発電機による発電時の前記出力軸及び前記入力軸の回転方
向と同方向に設定されている請求項１に記載の継手構造。
【請求項６】
　前記軸連結部と前記継手連結部との内の一方は筒状の部材からなり、他方はこの筒状の
部材の径方向内側に位置する軸状の部材からなり、
　前記クラッチユニットは、更に、前記軸連結部と前記継手連結部材とを相対的に軸方向
移動可能でかつ相対回転可能として支持する支持部を有している請求項５に記載の継手構
造。
【請求項７】
　前記支持部は、前記軸連結部と前記継手連結部との間に介在する複数の玉と、この複数
の玉を周方向に間隔をあけて保持する保持器と、を有している請求項６に記載の継手構造
。
【請求項８】
　前記クラッチユニットは、更に、前記風力発電装置が有する固定物に固定される支持部
材と、前記支持部材と前記継手連結部との間に設けられ当該支持部材に対して当該継手連
結部を回転可能に支持するための転がり軸受と、を有している請求項１に記載の継手構造
。
【請求項９】
　前記継手連結部は、前記軸継手と連結される回転フランジ部と、前記回転フランジ部と
一体回転すると共に前記一方向クラッチが内周側に設けられる回転円筒部と、を有し、
　前記支持部材は、前記固定物と連結される固定フランジ部と、前記固定フランジ部と一
体であると共に前記回転円筒部と同心状でかつ当該回転円筒部の径方向外側に位置する固
定円筒部と、を有し、
　前記固定円筒部の内周面と前記回転円筒部の外周面との間に前記転がり軸受は設けられ
ている請求項８に記載の継手構造。
【請求項１０】
　前記固定円筒部の内周面に前記転がり軸受が有する転動体の軌道が設けられ、当該固定
円筒部が当該転がり軸受の外輪を兼ねている請求項９に記載の継手構造。
【請求項１１】
　前記回転円筒部の外周面に前記転がり軸受が有する転動体の軌道が設けられ、当該回転
円筒部が当該転がり軸受の内輪を兼ねている請求項９又は１０に記載の継手構造。
【請求項１２】
　前記固定物は、前記増速機のハウジングであり、
　前記クラッチユニットは、前記軸継手と前記出力軸との間に介在する請求項８～１１の
いずれか一項に記載の継手構造。
【請求項１３】
　前記固定物は、前記発電機のハウジングであり、
　前記クラッチユニットは、前記軸継手と前記入力軸との間に介在する請求項８～１１の
いずれか一項に記載の継手構造。
【請求項１４】
　風力により回転する主軸と、
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　前記主軸の回転を増速して出力軸から出力する増速機と、
　前記出力軸の回転を入力として回転する入力軸を有すると共に当該入力軸と一体回転す
るロータの回転に伴って発電する発電機と、
　前記出力軸と前記入力軸との間に設けられ当該出力軸と当該入力軸との間でトルク伝達
可能とするための軸継手と、
　前記軸継手と、前記出力軸と前記入力軸との内のいずれか一方の軸体との間に介在する
請求項１～１３のいずれか一項に記載の継手構造と、
　を備えていることを特徴とする風力発電装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（１）本発明は、増速機が有する出力軸からのトルクによって発電機が有する入力軸を
回転させて発電する風力発電装置に用いられる継手構造であって、前記出力軸と前記入力
軸との間に設けられ当該出力軸と当該入力軸との間でトルク伝達可能とするための軸継手
と、前記出力軸と前記入力軸との内のいずれか一方の軸体との間に介在するクラッチユニ
ットを備え、前記クラッチユニットは、前記軸体と一体回転する軸連結部と、前記軸継手
と一体回転する継手連結部と、前記軸連結部と前記継手連結部との間に設けられている一
方向クラッチと、を有し、前記軸連結部は、前記軸体と別体であって当該軸体と連結され
る部材からなり、前記継手連結部は、前記軸継手と別体であって当該軸継手と連結される
部材からなり、前記一方向クラッチは、前記出力軸の回転速度が前記入力軸の回転速度を
上回る状態で前記軸連結部と前記継手連結部とを一体回転可能に接続し、前記出力軸の回
転速度が前記入力軸の回転速度を下回る状態で前記軸連結部と前記継手連結部との接続を
解除することを特徴とする。
　本発明によれば、スメアリングの発生を抑制するための一方向クラッチを有しているク
ラッチユニットが、増速機の出力軸と前記軸継手との間、又は、前記軸継手と発電機の入
力軸との間に介在することから、当該軸継手の範囲内に一方向クラッチを設ける程のスペ
ースが無くても、前記のようなスメアリングの発生を抑制することが可能となる継手構造
が得られる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、前記軸連結部は、前記軸体と別体であって当該軸体と連結される部材からなり、
前記継手連結部は、前記軸継手と別体であって当該軸継手と連結される部材からなる。こ
のため、既設の風力発電装置が有する既設の軸継手をそのまま残して継手構造を組み入れ
ることが可能となる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（２）また、前記軸連結部は、前記軸体と連結するための連結用軸部を有し、前記連結
用軸部と前記軸体との内の一方の端部に、軸方向に伸びる孔が形成され、他方の端部に、
前記孔に挿入されかつ当該孔に対して軸方向移動は可能であるが相対回転は不能である挿
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入軸部が形成されているのが好ましい。
　この場合、出力軸から入力軸までの間において熱伸縮によって軸方向長さが変化しても
、その変化を挿入軸部と孔との関係によって吸収することができ、かつ、出力軸から入力
軸へのトルクの伝達が可能となる構成が得られる。
　（３）また、前記孔はスプライン孔であり、前記挿入軸部はスプライン軸であるのが好
ましい。これにより、前記（２）の構成を得ることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　（４）また、前記継手構造において、前記軸連結部と前記継手連結部との内の一方は軸
状の部材からなり、他方はこの軸状の部材の径方向外側に位置する筒状の部材からなり、
前記一方向クラッチは、前記軸連結部と前記継手連結部との間に介在し、かつ前記出力軸
の回転速度が前記入力軸の回転速度を上回る状態で当該軸連結部と当該継手連結部とに噛
み込み可能であると共に前記出力軸の回転速度が前記入力軸の回転速度を下回る状態で前
記噛み込みが解除される係合子を有し、前記クラッチユニットは、更に、前記軸連結部と
前記継手連結部との間に介在する転がり軸受を有しているのが好ましい。
　この場合、係合子が軸連結部と継手連結部とに噛み込むことでこれら軸連結部と継手連
結部とを一体回転可能に接続することができ、この噛み込みが解除されることで前記接続
も解除される。そして、係合子の噛み込みが解除された場合であっても、転がり軸受によ
って軸連結部と継手連結部とを同心円状にして支持することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　（５）また、前記（１）の継手構造において、前記軸体の端部には雄ねじが形成されて
おり、前記軸連結部には、前記雄ねじと螺合しかつ当該雄ねじとの締め付けが完了した状
態で当該締め付けの方向に回り止めがされる雌ねじが形成されており、前記締め付けの方
向は、前記発電機による発電時の前記出力軸及び前記入力軸の回転方向と同方向に設定さ
れているのが好ましい。この構成によって、軸体と軸連結部との連結が容易に行われる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　（６）また、前記（５）の継手構造において、前記軸連結部と前記継手連結部との内の
一方は筒状の部材からなり、他方はこの筒状の部材の径方向内側に位置する軸状の部材か
らなり、前記クラッチユニットは、更に、前記軸連結部と前記継手連結部材とを相対的に
軸方向移動可能でかつ相対回転可能として支持する支持部を有しているのが好ましい。
　この場合、出力軸から入力軸までの間において熱伸縮によって軸方向長さが変化しても
、その変化を軸連結部と継手連結部との構成及び支持部によって吸収することができる。
　（７）また、前記（６）の継手構造において、前記支持部は、前記軸連結部と前記継手
連結部との間に介在する複数の玉と、この複数の玉を周方向に間隔をあけて保持する保持
器と、を有しているのが好ましい。この構成によって、前記支持部を簡単な構成によって
実現することができる。
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【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　（８）また、前記（１）の継手構造において、前記クラッチユニットは、更に、前記風
力発電装置が有する固定物に固定される支持部材と、前記支持部材と前記継手連結部との
間に設けられ当該支持部材に対して当該継手連結部を回転可能に支持するための転がり軸
受とを有しているのが好ましい。
　この場合、風力発電装置が有する固定物に、支持部材及び転がり軸受を介して、継手連
結部を回転可能として取り付けることができる。このため、継手連結部を介して作用する
前記軸継手の重力（重量）、この継手連結部と軸連結部との間に設けられている一方向ク
ラッチの重力（重量）、及び、この継手連結部自身の重力（重量）に起因する荷重を前記
固定物に伝達させ、この荷重を固定物は支持することが可能となる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　（９）また、前記（８）の継手構造において、前記継手連結部は、前記軸継手と連結さ
れる回転フランジ部と、前記回転フランジ部と一体回転すると共に前記一方向クラッチが
内周側に設けられる回転円筒部とを有し、前記支持部材は、前記固定物と連結される固定
フランジ部と、前記固定フランジ部と一体であると共に前記回転円筒部と同心状でかつ当
該回転円筒部の径方向外側に位置する固定円筒部とを有し、前記固定円筒部の内周面と前
記回転円筒部の外周面との間に前記転がり軸受は設けられているのが好ましい。
　この場合、継手連結部の回転円筒部の内周側に一方向クラッチが設けられ、この回転円
筒部の外周側に転がり軸受が設けられた構成となる。つまり、一方向クラッチと転がり軸
受とが径方向に並んだ配置となり、継手構造の軸方向寸法を小さくすることができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　（１０）また、前記（９）の継手構造において、前記固定円筒部の内周面に前記転がり
軸受が有する転動体の軌道が設けられ、当該固定円筒部が当該転がり軸受の外輪を兼ねて
いる場合、部品数の削減が可能となり、また部品数が減ることで組み立てが容易となる。
　（１１）また、前記（９）又は（１０）の継手構造において、前記回転円筒部の外周面
に前記転がり軸受が有する転動体の軌道が設けられ、当該回転円筒部が当該転がり軸受の
内輪を兼ねている場合、部品数の削減が可能となり、また部品数が減ることで組み立てが
容易となる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　（１２）また、前記（８）～（１１）の継手構造において、前記固定物は、前記増速機
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のハウジングであり、前記クラッチユニットは、前記軸継手と前記出力軸との間に介在す
ることができる。
　この場合、クラッチユニットが有する各構成部材等の重力（重量）に起因する荷重を、
増速機のハウジングに伝達させ、この荷重を増速機のハウジングは支持することが可能と
なる。なお、増速機のハウジングは、例えば風力発電装置が設けられている床上に設置さ
れており、この床によって支持されている。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　（１３）また、前記（８）～（１１）の継手構造において、前記固定物は、前記発電機
のハウジングであり、前記クラッチユニットは、前記軸継手と前記入力軸との間に介在す
ることができる。
　この場合、クラッチユニットが有する各構成部材等の重力（重量）に起因する荷重を、
発電機のハウジングに伝達させ、この荷重を発電機のハウジングは支持することが可能と
なる。なお、発電機のハウジングは、例えば風力発電装置が設けられている床上に設置さ
れており、この床によって支持されている。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　（１４）また、本発明の風力発電装置は、風力により回転する主軸と、前記主軸の回転
を増速して出力軸から出力する増速機と、前記出力軸の回転を入力として回転する入力軸
を有すると共に当該入力軸と一体回転するロータの回転に伴って発電する発電機と、前記
出力軸と前記入力軸との間に設けられ当該出力軸と当該入力軸との間でトルク伝達可能と
するための軸継手と、前記軸継手と、前記出力軸と前記入力軸との内のいずれか一方の軸
体との間に介在する前記（１）～（１３）のいずれか一つの継手構造と、を備えているこ
とを特徴とする。
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